
補助期間 事業所での対応 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和6年度
（2024年度）

○奨学金返済手当等制度の創設
○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和7年度
（2025年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和8年度
（2026年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和9年度
（2027年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和10年度
（2028年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和11年度
（2029年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

（※）４要件　①対象者の採用　②奨学金返済手当等制度の創設　③奨学金返済手当等の支給開始　④対象者の奨学金返済開始

補助事業モデル（介護福祉士資格の取得）

初任者研修受講・修了（Ａ職員）

1年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ａ職員）

2年目：奨学金返済手当支給24万円

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

初任者研修受講・修了（Ａ職員）

1年目：奨学金返済手当支給24万円

2年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ａ職員）

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ａ職員）

介
護
福
祉
士

試
験
受
験

（
Ａ
職
員
）

※令和9年度の介護福祉士試験を受験しなかった場合、

試験日の属する月の翌月（令和10年2月）以降は補助対

象外となる。

※令和9年度の不合格者が令和10年度の介護福祉士試

験を受験しなかった場合、試験日の属する月の翌月（令

和11年2月）以降は補助対象外となる。

４年目に受験

３年以内に実務者研修を修了

する。

※令和9年9月末日までに実務

者研修を修了しなかった場合、

令和６年度採用者 （令和６年度新規申請者）

１年以内に初任者研修を修了する。

※令和7年9月末日までに初任者

研修を修了しなかった場合、令和6

年10月以降は補助対象外となる。

【例】①令和6年4月1日にＡ職員を採用
②就業規則を変更し、令和6年7月1日に奨学金返済手当等制度を創設
③令和6年10月からＡ職員に対して、奨学金返済手当（月額2万円）を支給
④Ａ職員は令和6年10月27日から奨学金の返済を開始

◇４要件(※)を満たした、令和6年10月から補助対象期間が開始
◇令和6年10月から研修受講期間等の算定開始

介
護
福
祉
士

試
験
受
験

（
Ａ
職
員
）

４年目の不合格者は５年目も受験

（合否は問わない。）

合格
→5年目まで補助対

不合格

→5年目に再度受験
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補助期間 事業所での対応 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和2年度
（2020年度）

○奨学金返済手当等制度の創設
○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和3年度
（2021年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和4年度
（2022年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和5年度
（2023年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和6年度
（2024年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和7年度
（2025年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

（※）４要件　①対象者の採用　②奨学金返済手当等制度の創設　③奨学金返済手当等の支給開始　④対象者の奨学金返済開始

補助事業モデル（介護福祉士資格の取得）

初任者研修受講・修了（Ｂ職員）

1年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ｂ職員）

2年目：奨学金返済手当支給24万円

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

初任者研修受講・修了（Ｂ職員）

1年目：奨学金返済手当支給24万円

2年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ｂ職員）

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

実務者研修受講・修了（Ｂ職員）

介
護
福
祉
士
試

験
受
験

（
Ｂ
職
員
）

５年目に介護福祉士試験を受験（合否は問わな

い。）する。

※令和6年度の介護福祉士試験を受験しなかった

場合、試験日の属する月の翌月（令和7年2月）以

降は補助対象外となる。

５年目に受験

４年以内に実務者研修を修了する。

※令和6年10月末日までに実務者

研修を修了しなかった場合、令和6

年11月以降は補助対象外となる。

平成３１年度又は令和２年度に初めて対象者となった継続者 〔資格取得期間特例を適用した場合〕

初任者研修受講・修了（Ｂ職員）

２年以内に初任者研修を修了する。

※令和4年10月末日までに初任者

研修を修了しなかった場合、令和4

年11月以降は補助対象外となる。

【例】①令和2年4月1日にＢ職員を採用
②就業規則を変更し、令和2年11月1日に奨学金返済手当等制度を創設
③令和2年11月からＢ職員に対して、奨学金返済手当（月額2万円）を支給
④Ｂ職員は令和2年10月27日から奨学金の返済を開始

◇４要件(※)を満たした、令和2年11月から補助対象期間が開始
◇令和2年11月から研修受講期間等の算定開始
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補助期間 事業所での対応 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和6年度
（2024年度）

○奨学金返済手当等制度の創設
○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和7年度
（2025年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和8年度
（2026年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和9年度
（2027年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和10年度
（2028年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

令和11年度
（2029年度）

○奨学金返済手当等の支給
○育成計画書の作成及び資格取
得支援

※1）①対象者の採用　②奨学金返済手当等制度の創設　③奨学金返済手当等の支給開始　④対象者の奨学金返済開始
※2）各資格の試験月は以下のとおり（年度により異なる可能性がありますので御注意ください。）
　　　・社会福祉士、精神保健福祉士（2月）・公認心理師（令和6年は3月）

補助事業モデル（社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師資格の取得）

1年目：奨学金返済手当支給24万円

2年目：奨学金返済手当支給24万円

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

1年目：奨学金返済手当支給24万円

2年目：奨学金返済手当支給24万円

3年目：奨学金返済手当支給24万円

4年目：奨学金返済手当支給24万円

5年目：奨学金返済手当支給24万円

合格→
5年目まで
補助対象

不合格→
5年目に
再度受験

（
試
験
受
験
）

（
試
験
受
験
）

※補助対象となってから3年目に社会福祉士、精神保健福

祉士又は公認心理師試験を受験しなかった場合、試験日の

属する月の翌月以降は補助対象外となる。

※3年目の試験不合格者が4年目に、また、4年目の試験不

合格者が5年目に試験を受験しなかった場合も、試験日の

属する月の翌月以降は補助対象外となる。

合格→
5年目まで
補助対象

不合格→
4年目に
再度受験

試
験
受
験

（
Ｃ
職
員
）

3年目に受験

3年目の不合格者は4年目も受験

4年目の不合格者は5年目も受験

（合否は問わない。）

受験資格として２年以上の実務経験及び一般

養成施設等に１年以上通う必要がある場合など、最短の

受験ルートであっても受験資格を３年以内に満たさず、４

年目に満たす場合のみ、補助対象期間の開始月から４年

目に試験を受験することも可とする。

例外

原則

令和６年度採用者（令和６年度新規申請者）

【例】①令和6年4月1日にＣ職員を採用〔目指す資格は社会福祉士〕
②就業規則を変更し、令和6年7月1日に奨学金返済手当等制度を創設
③令和6年10月からＣ職員に対して、奨学金返済手当等を一時金（年2回、9月と3月に各12万円）で支給
〔令和6年度は、10～3月の期間分を3月に支給。翌年度以降は4～9月の期間分を9月に、10～3月の期間分を3月に支給〕

④Ｃ職員は令和6年10月27日から奨学金の返済を開始

◇４要件(※1)を満たした、令和6年10月から
補助対象期間が開始

◇令和6年10月から対象資格取得の算定開始
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